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1｡ 予測の対象となる危険物　　　　　　　　　 険物を火災の発生や拡大に強く結び付つく可

最近は社会が著るしく工業化されたため，　　 燃性や爆発性の物品だけと見倣しておいて差

我々の日常生活の中にも曽ては余り使われな　　支えないように思う。たゝ゛そうは言っても，

かった危険な物品が数多く入ってきた。たと　　消防法の危険物にはこれまた多様な物品が含

えば，ガソリンスタンドの名で呼ばれる給油　　 まれるから，これら全てを市街地の一般的な

取扱所は全国で約９万個所，都市ガスの需要　　 火災危険の予測に取り上げても果して意味が

家メーター数は約200 万個，消防法で定めら　　 あるかどうかは疑わしい。都市にはもともと

れた危険物施設も同様約60 万個所あるとい　　 なさそうな種類の物品もあるし，また品目が

い，これらは日本中の都市を中心にあまねく　　多過ぎると予測体系がいたずらに複雑になっ

分布している。そして，このような事情は現　　 てしまうからである。

在の市街地における火災危険の予測におい　　　 そのため，次にはこれらの危険物の中から

て，これら危険物の存在が最早無視できなく　　何を選び出して予測の対象にするのがいいか

なったことを意味する。　　　　　　　　　　　　が重要な問題になる。そしてこれには危険物

では一体危険物とは何で，そこではどんな　　の特性と過去における事故の統計が大いに参

物品に対する考慮が必要なのだろう。もとも　　考になろう。

と危険物とは一種の法令用語で厳密に言え　　　 もとより選び方には種々の考え方がある

ば，行政法上の警察作用法に根拠を置いて規　　 が，一般的な基準としては危険特性を出火と

制を受けている危険な物品を指す。よってこ　　 延焼のそれに分け，前者は最に係らないので

れには都市ガスを除いた消防法の危険物，火　　やや幅広く選び，後者では量の多いものや流

薬類，高圧ガス，ＬＰガスなどの多くの火災　　 動性のあるものなどに絞るのが通例であろ

に直接関係した物品が入ってくる。しかし，　　 う。多くはこれで問題はない。しかし，消防

このような法的な危険物の区別は予測上それ　　法上の危険物施設における事故をみると，そ

ほど重要とは思えないから，普通は危険物を　　の90 ％以上は第４類の引火性液体に基づいて

消防法で指定している物品に限り，その他は　　いて，多分，このような傾向の生ずる理由は

一般用の燃料ガスとして別の要因と考えるこ　　 第４類のもつ引火性，流動性と使用量の大き

とが多い。従って，ここでも予測の上では危　　 さにあることを考えると，特別の場合を除い

－ ８ －



て，市街地火災の予測には思い切ってこの種

の危険物のみに対象を限定するのも一法かも

知れない。もとより，こうすると学校の実験

室における混触発火などの危険は予測から脱

れてしまうが，それはこの場合やむを得ない

ところで，問題は現時点でその危険がどれほ

ど重要かと言うことになる。

2｡ 出火危険の予測と危険物

火災危険を予測するに際して，その発生危

険と拡大危険を別々に算定しなくてはならな

いことは前に触れた。これは両者で現象が違

うからであり，どちらかと言うと前者の方が

要因が複雑なだけに難かしい。従って，従来

も出火危険の予測は例が少なく，都市におけ

るそれは昭和48年に東京消防庁が大地震災害

対策の一環として行なった調査研究1)がその

最初ではないかと思われる。これは後に別の

報告書2)にも載っているが，その要旨は特定

の地域を選び，まずそこにおける出火要因の

分布を危険物を含めて詳しく実態調査し，つ

いでそれを基に整理された項目に関する危険

意識を数量化して重み付けを行ない，危険度

を数値的に算定するというものである。

もともと，火災の発生危険は特定の時と所

から火が出るといった性格のものではないか

ら，現象論的な取扱いは出来ず，ここでは統

計ないし確率論的な手 法を取らざるを得な

い。この調査研究もその線に沿った興味深い

労作である。

しかし，実際にはこのような予測は大変に

難かしいもので，問題点もなお多く残る。た･

とえば，話を危険物に係る要因だけに限って

も，この報告書のように物品を網羅すると，

類別，物品別の危険特性はかなり違うので，

－

各々の重み付けが難かしい。同報告に使われ

ている指定数量の利用なども，一見適切なよ

うにみえるが，この数値は一種の社会的な取

り決めで常に不変とはいかないから。今回の

消防法の改正のように変ることもあり，それ

につれ予測結果も変ってしまう。市街地の状

況が変化したのなら免も角，これでは全体の

結果が疑われかねない。ここではむしろ前節

のように第４類以外の危険物は除いてしま

い，変わることのない物品の引火点などを重

み付けの基準として使った方が説得力はある

のではないかとも思われる。

また，同種の危険物が同量，同じような施

設に存在していても，出火危険は必ずしも同

一ではなく，ハード面とソフト面での防火対

策が優れていれば危険は減るという問題もあ

る。にも拘らず，この報告書を含めて多くの

危険予測ではそれらの対策に関する評価は

入っていない。本来，危険予測は危険側に出

ればよいと言うものではなく，実際の危険が

どの位あるかを知ることが真の目的であるこ

とを考えると，対策を評価しない過大予測に

は疑問がある。多少複雑にはなるとしても，

施設に安全対策を加えた級別を設け，実態調

査に当ってその大小を決め，予測に反映させ

ることはどうしても必要なように思う。これ

は危険物規制基準の厳しさやその順守の問題

ではなく，一種の安全上の設備レベルに関す

る要因であって，市街地にある危険物施設で

はこの格差は予想以上に大きいように思う。

この他にも出火予測に関する問題点は幾つ

もあるが，さらにもう一つだけつけ加えてお

くと，それは物品の危険性の評価に際して爆

発性があると危険は大きいとする発想への疑

義である。これはダウケミカル社の評価法な
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どを使う時にも出てくるが，もともと火災の　　 あるが，これでは予測に現象論的な手法が用

発生予測は被害予測とは違って出火の可能性　　 いられ，内容は危険物施設の内部における火

だけを考えるものだから，出火時に爆発を伴　　 災に関する部分が多いものの，それらの施設

なっても穏やかに発火しても火災の発生につ　　 が混在した時の市街地の延焼予測についても

いては何等変わるところはない。これはしば　　 かなりの頁を割いている。ここで採用されて

しば犯される誤りで，この取り扱いも予測結　　いる考え方は，簡単に言えば一般市街地の延

果を過大側に導く。　　　　　　　　　　　　　　焼速度には古くから使われている実験式を用

い，これに危険物施設が存在するとその火災

3.延焼危険の予測と危険物　　　　　　　　　による放射熱や熱気流が加わって延焼速度が

前節の出火危険の予測と異なって，延焼予　　 増すとしたものである。

測では市街地の特定の建物や施設から火が出　　　 しかし，この調査研究は労は多とするとし

た後の燃え移りという複雑ではあるが一種の　　 ても，危険物からの放射熱による延焼の速度

因果的な事象が問題になる。従って，この場　　 や限界を用いるのなら，何故に市街地の延焼

合には統計ないし確率論的な手法のほかに現　　 も同じ方式を用いないのかとか，危険物火災

象論的な手法による予測も不可能ではない。　　 の挙動はこれでよいのかなどの基本的な欠陥

古くから市街地の火災に対するこの延焼予　　 があり，今後の期待される有力な手法とは言

測は多くの人達により試みられ，いずれが現　　いにくい。前記の建設省の総合プロジェクト

実の火災に最もよく適合するかが竸われてき　　でこれを採らなかったのもその辺に理由があ

た，本号は， まさにその特集であり，多くの　　 るのではないかと想像される。

方法が紹介されている。しかし，これらの予　　　 それなら危険物の存在する都市の延焼危険

測手法には市街地に存在する危険物の効果を　　 を予測するにはどうしたらいいのだろう。も

考慮しているものは少ない。そこで以下は都　　 とより正確には将来の話となるが，筆者はこ

市における延焼予測にそれらを組込む時の問　　 の目的のためには余り現象的な手法に頼らな

題点について二，三のことを考えてみたい。　　い方がよいのではないかと思う。何となれば

そこで，まず過去に危険物の役割を中心に　　 危険物の主役である引火性液体だけを考えて

市街地の延焼予測を取扱った報告を探してみ　　 みても，その流出や燃焼の挙動はその時々で

ると，その例は殆んどなく，わずかに昭和49　　 著しく変わり，また市街地の環境条件も千差

年にこれも大地震対策の一つとして東京消防　　 万別である。従ってこれをモデル化して現在

庁の実施した調査研究3)がある位と思われ　　の貧しい知識に載せて定量化するにはかなり

る。なお，その後の昭和57年にまとめられた　　 の無理を伴うからである。このことは市街地

建設省の総合プロジェクト報告轡4)では，危　　 の建物だけを対象とした延焼予測についても

険物は火気の一種として出火予測には考慮さ　　 言えることで，不燃建物内の一室か二室の燃

れているものの，延焼危険の予測においては　　え拡がりの現象解析がようやく緒についた現

全く取り上げられていない。　　　　　　　　　 状では，延焼の現象論的な予測は難かしい。

ところで，上記の東京消防庁の調査研究で　　 まして危険物が絡んでは到底無理という訳で
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ある。

ここではむしろ実例や実験のデータに理論

と経験の裏付けを加えた総合的な統計的手法

による予測が望ましく，目下のところではこ

れが最も誤りが少なく，かつ説得力のある方

法ではないかと考えられる。危険物に関する

現象の解明はかなり進んだとはいえ，このよ

うな複雑で，不定な部分の多い問題にこれを

適用するにはなお長い時間が必要であろう。

4｡ 危険物を考慮した予測の今後

以上，都市における火災危険の予測に対す

る危険物の役割について，思いつくままに記

してきた，そこで最後にこの問題はこれから

どのように発展してゆくのか，またそれには

どうするのかよいかなどについて筆者なりの

意見を述べて御参考に供したいと思う。

まず，火災の発生予測に関しては，多分先

に引用した調査研究1)の方向は間違いない も

のと考えられるので，今後はそれをより良く

するための改良を進めるべきだろうと思う。

これに反して火災の拡大予測は残念ながら方

向が定まらない。前にも触れたように筆者は

いけないことである。ややもすると，この当

然の事柄が忘れられて予測のための予測に終

わり，結果は対策に反映しない。火災に限ら

ずこのような例は多く，どこに原因があるの

か十分に考えることが必要と思う。第２はこ

の種の危険予測は本質的に高い精度は望め

ず，的確さが優先されるべき性格を持つとい

うことである。従って，細部よりも大局的な

判断が重要になり，余り小さなことにこだ

わっても仕方がない。極端な例として樹木の

一本まで考慮に入れるなどは全く無意味なこ

とで，これは予測を精密にすることとは全く

別の話である。どんな問題でも予測やシミュ

レーションには必ず仮定が含まれる。それゆ

えにこの仮定以上には精度が上る筈はなく，

これを誤ると得られた結果の信頼性はなくな

る。

予測の道具としてのコンピューターは，何

でも入力すれば結果は出てくるが，それが妥

当であるか否かは，一に予測に関する知識の

程度にかかる。今後の研究を願ってやまない。
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ような気がする。その第一は当り前のことだ

が，予測は必ず予防対策に結びつかなくては

－11 －


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39
	page40
	page41
	page42
	page43
	page44
	page45
	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62

